
連続運転時間・休憩の考え方 ５ 

（１）連続運転時間の定義について 

連続運転時間： １０分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。 

連続運転時間の定義は以下のとおりです。 

２時間 
運転 

10分 
休憩 

10分 
休憩 

２時間 
運転 

20分 
休憩 

連続運転時間 連続運転時間 
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 高速道路の実車運行区間においては、連続運転時間は、運行計画上※、概ね２時間
までとします。 

（２）高速道路の実車運行区間の連続運転時間について 

8:00 8:20 9:00 10:00 10:20 11:00 12:00 

実車運転 
２時間 

20分 
休憩 

10分 
休憩 

実車運転 
２時間 

10分 
休憩 

回送 回送 

①高速道路の実車運行区間においては、連続運転時間は、運行計画上、概ね２時間までとします。 

②概ね２時間の｢概ね｣は連続運転時間が２時間を超える次のSA又はPAで休憩を取ることを指します。 

実車運転 
1時間 

高速道路の実車運行区間 

高速道路 

10
分 
休憩 

回送 

PA SA PA SA PA 

実車運転 
20分 

実車運転 
２時間 

高速道路 高速道路 

実車運転 
数十分 

概ね ２時間 

概ね２時間 

※ここでいう「運行計画上」とは、運行計画において、高速道路の実車運行区間において、連続運転時間が概ね２時間
を超えないよう、運行の計画がなされている状態をいいます。 
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①実車運行区間における運転時間４時間毎に、原則、合計４０分以上の休憩を確保しなければなりま
せん。 

 夜間ワンマン運行の実車運行区間においては、運行計画上※、実車運行区間におけ
る運転時間４時間毎に合計４０分以上（一運行の実車距離が４００ｋｍ以下の場合に
あっては、合計３０分以上）（分割する場合は、１回が連続１０分以上）の休憩を確保し
ていなければなりません。 

（４）夜間ワンマン運行の実車運行区間における 
   休憩時間について 

② 休憩時間は１回が連続１０分以上で分割が可能です。分割する場合、いずれの運転開始時刻から
みても４時間ごとに休憩を合計４０分（３０分）取得することとします。 

実車運転 
４時間 

４0分 
休憩 

回送 回送 
実車運転 
1時間 

一運行の実車距離が４００ｋｍを超える場合 

実車運転 
４時間 

３0分 
休憩 

回送 回送 
実車運転 
1時間 

一運行の実車距離が４００ｋｍ以下の場合 

実車運転 
１時間 

２0分 
休憩 

実車運転 
２時間 

２0分 
休憩 

回送 
実車運転 
３時間 

２0分 
休憩 

実車運転 
１時間 

回送 ２0分 
休憩 

※ここでいう「運行計画上」とは、運行計画において、高速道路の実車運行区間において、連続運転時間が概ね２時
間を超えないよう、運行の計画がなされている状態をいいます。 

（３）休憩時間について 

 ｢旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１項の規定に基づく事業自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準｣において、連続運転時間４時間毎に３０分の休
憩を確保することとなっております。このほか、本基準において夜間ワンマン運行の実
車運行区間における休憩時間を以下の通り定めているほか、実車距離５００ｋｍ超の
運行については、１時間以上（１回２０分以上で分割可）の休憩を確保（３（２）③参照）
することとしております。 

実車運転４時間で合計２０分 ×違反 

実車運転４時間で合計４０分 ○ 

実車運転４時間で合計４０分 ○ 



 連続運転時間及び休憩時間の組み合わせについては、昼間ワンマン運行や夜間ワンマン運行に限
らず高速道路の実車運行区間の連続運転時間を概ね２時間以内とすること、夜間ワンマン運行にあっ
ては一般道を含む実車運行区間における運転時間４時間毎に、夜間ワンマン運行の一運行の実車距
離によって休憩時間を合計４０分とするか合計３０分とするかを考慮する必要があります。また、勤務
時間等基準告示における連続運転時間４時間毎に３０分以上の休憩等を確保する基準と併せて考え
る必要がありますので、以下の例を参考に運行計画を行って下さい。 

（５）連続運転時間・休憩時間の組み合わせについて 
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改善
基準 

改善
基準 

改善
基準 

配置
基準 

配置
基準 

配置
基準 
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改善
基準 

改善
基準 

改善
基準 

配置 
基準 

配置 
基準 

配置 
基準 


